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愛南町水道事業経営戦略 

 

団 体 名 ： 愛媛県 愛南町 

事 業 名 ： 上水道事業 

策 定 日 ： 令和４年３月 

計 画 期 間 ： 令和４年度～令和 13 年度 

 

１．事業概要 

（１）事業の現況 

① 給水 

供 用 開 始 年 月 日 昭和 47 年３月 27 日 計 画 給 水 人 口 22,690 人 

法適(全部・財務)・

非適の区分 
法適（全部） 

現 在 給 水 人 口 19,375 人 

有 収 水 量 密 度 0.595 千㎥／ha 

 

② 施設 

水 源 ■表流水，■ダム，□伏流水，■地下水，□受水，□その他 

施 設 数 
浄水場設置数 14 

管 路 延 長 369 千ｍ 
配水池設置数 69 

施 設 能 力 13,820 ㎥／日 施 設 利 用 率 59.7 ％ 

 

③ 料金 

料 金 体 系 の 

概 要 ・ 考 え 方 

愛南町では、平成 16 年 10 月 1 日の町村合併を機に、平成 17 年 4

月 1 日、旧 5 か町村の水道料金を統一しました(宇和島市上水道事業区

域である内海地域の一部を除く)。 

また、現行料金については、総括原価方式により算定を行い、水道事業

運営審議会からの答申後、議会の議決を経て決定しています。 

＜料金表＞（税抜き） 

給水装置の 

諸別 

基本料金

(0t～8t) 

超過料金

(1t 当たり) 

10t 

使用時 

20t 

使用時 

専用・共用

（一般家庭） 
1,150 円 200 円 1,550 円 3,550 円 

     
 

料 金 改 定 年 月 日 
(消費税のみの改定は含まない ) 

平成 28 年４月１日    
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庶務係

課長補佐

浄水係

水道課長

配水係

④ 組織 

職員数（令和 3 年度現在） 

職員数 12 名：課長 1 名、課長補佐 5 名、係長 4 名、係員 2 名) 

事務職員  ４名：平均年齢 50 歳 (課長 1 名、課長補佐 2 名、係長 1 名) 

技術職員  ８名：平均年齢 46 歳 (課長補佐 3 名、係長 3 名、係員 2 名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）これまでの主な経営健全化の取組 

実施年度 概  要 効果等 

平成 20 年度 

簡易水道等の一部(御荘長洲、御

荘和口、御荘長月、梶郷地区)につい

て、上水道へ整備統合を行いました。 

４施設の浄水場等の維持管理が不要

になり、修繕費等を削減しました。また、水

源の枯渇等による給水不良が解消され、

水の安定供給に繋がりました。 

平成 29 年度 

簡易水道 4 施設、飲料水供給施設

5 施設について、上水道へ整備統合及

び経営統合を行いました(平成 29 年 3

月 31 日をもって簡易水道特別会計は

廃止となりました。)。 

水道事業の一元管理(財政基盤、技

術基盤の強化)、維持管理体制の強化、

危機管理体制の充実を図り、安全で安

定した水の供給が可能になります。 

平成 28 年度 

～ 

令和３年度 

水道事業の広域連携等について、

「愛媛県水道事業経営健全化検討

会」において検討しました。 

水道事業の広域連携について、地域の

実情に応じた将来の水道ビジョンを県下全

市町で検討しました。 

引き続き水道事業の広域連携等につ

いて、「愛媛県水道広域化推進プラン

検討委員会」において検討しています。 

水道事業に係る「愛媛県水道広域化

推進プラン」策定に向けて課題分析等を

行っています。 

 

（３）経営比較分析表等を活用した現状分析 

・直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公

営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）は次のとおりです。 
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行政区域内人口(実績値)

行政区域内人口(推計値)

給水人口(実績値)

給水人口(推計値)

0
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15

20

25

H27 H29 R1 R3 R5 R7 R9 R11 R13 R15 R17 R19 R21 R23 R25 R27 R29 R31 R33 R35 R37 R39 R41

千
人

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

H27 H29 R1 R3 R5 R7 R9 R11 R13 R15 R17 R19 R21 R23 R25 R27 R29 R31 R33 R35 R37 R39 R41

千
㎥ 有収水量(実績)

有収水量(推計)

実績 推計

２．将来の事業環境 

（１）給水人口の予測 

本町の行政区域内人口と給水人口は、令和２年度までは実績値、令和３年度以降については次

の方法により算定しています。 

行政区域内人口×普及率×人口減少率※ 

  ※「国立社会保障・人口問題研究所」による将来推計人口における減少率 

30 年後に当たる令和 33 年度には、少子高齢化等の影響により、現在の 40％程度まで減少する

予測となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 行政区域内人口と給水人口の実績及び推計 

（２）水需要の予測 

本町の水需要（有収水量）は、令和２年度までは実績値、令和３年度以降については次の方

法により算定しています。 

・有収水量(水道料金徴収の対象となった水量) 

  家事用：給水人口の予測に、1 人当たりの使用水量見込を乗じて推計 

  業務用：直近 5 年間の平均値 

  その他 ：直近 5 年間の平均値 

少子高齢化等の影響による給水人口の減少を受け、30 年後に当たる令和 33 年度には、給水人

口と同様に減少し、現在の 44％程度に減少する予測となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 有収水量の実績及び推計  
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（３）料金収入の見通し 

本町の料金収入(税抜)については、平成 23 年 4 月に料金改定(改定率 8.1%)及び平成 28 年

4 月料金改定(改定率 13.2%)を実施し、現行料金となっています。令和 3 年度以降については、次

の方法により推計しています。 

・算式：有収水量×供給単価 

     用途別(家事用、業務用、その他)に有収水量と供給単価を算定 

     有収水量…(2)水需要予測と同様の算定方法 

     供給単価…直近の実績値(用途別) 

有収水量の減少を受け、このまま現行の水道料金を維持した場合、30 年後に当たる令和 33 年度

には、有収水量に比例し、現在の約 44％程度に減少する予測となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 料金収入の実績値及び推計 

（４）施設の見通し 

① 施設全体の減価償却の状況：有形固定資産減価償却比率(％) 

指標の説明 
■有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標

です。 

指標の算定 

■有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価 

一般的に、数値が 100％に近いほど保有資産が法定耐用年数に近づいていることを

示しており、将来の施設の更新等の必要性を推測することができます。 

本町において、水道施設の更新を行わなかった場合、10 年後の令和 13 年度には、約 70％が法

定耐用年数を経過した老朽化施設となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 有形固定資産減価償却率の実績値及び推計 

※実績値については上水道及び簡易水道の有形固定資産減価償却費から試算  
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② 管路の経年劣化の状況：管路経年劣化率(％) 

指標の説明 ■法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標です。 

指標の算定 

■法定耐用年数を経過した管路延長÷管路延長 

一般的に数値が高い場合は、法定耐用年数を経過した管路を多く保有してお

り、管路の更新等の必要性を推測することができます。 

本町において、水道施設の更新を行わなかった場合、10 年後の令和 13 年度には約 40％が法定

耐用年数を経過した管路となる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 管路経年化率の実績値及び推計 

 

③ 施設の余剰能力の状況：施設利用率(％) 

指標の説明 
■一日配水能力に対する一日平均配水量の割合であり、施設の利用状況や適

正規模を判断する指標です。 

指標の算定 

■1 日平均配水量÷1 日配水能力 

明確な数値基準はないと考えられていますが、一般的には高い数値であることが

望まれます。 

本町において、施設を現状のまま利用した場合、施設利用率は給水人口の減少による配水量の減

少に伴い、10 年後に当たる令和 13 年度には現在から約 12％程度減少し、施設利用率は 44％程

度になり、約 56％が余剰となる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 施設利用率の実績値及び推計 
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年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

上水道事業会計 9 9 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

簡易水道特別会計 5 5

職員数 合計 14 14 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

増減 - - △ 1 △ 1 - - - - - - - - - - - - - 

（５）組織の見通し 

平成 28 年度時点では、水道課職員数（臨時職員 1 名を含む）は、上水道事業会計 9 名、簡

易水道特別会計 5 名の計 14 名です。 

平成 29 年度に簡易水道事業等を上水道事業に統合することにより、簡易水道特別会計は平成

28 年度をもって廃止となりました。 

今後における職員数の見通しについては、統合による事務効率化及び維持管理体制の再検討によ

り、平成 29 年度から 30 年度に 2 名減となり、現在の体制で事業運営にあたります。。 

 

単位：人 

 

 

 

表 職員数の実績及び推計 

 

３．経営の基本方針 

本町の水道普及率は、給水区域の 99.8％であり、ほとんどの町民が公営水道を利用している状況

であることから、町民生活や社会、経済活動に欠くことのできない重要なライフラインとして常に安心・安

全な水を安定供給することが求められています。また、平常時はもとより、災害などの非常時においても一

定の給水を確保することが大きな責務です。 

こうしたサービスを町民に提供し続けるためには、水道事業を取り巻く環境の変化に対応した水道施

設の維持管理や更新を行うとともに、徹底した経営の効率化や健全化を図ることが必要です。よって、

上位計画である「愛南町総合計画」に掲げている４つの基本事業方針に基づき事業経営に取り組み

ます。 

 

（１）安定的な給水の推進 

老朽施設(配水管等)を整備し、安定的に給水します。 

有収率の向上により、施設維持管理費を削減します。 

 

（２）経営の安定化 

水道の運営基盤を強化し、適正な料金で水道を使用できる体制を確立します。 

 

（３）地震・災害に強い水道の整備 

管路の耐震化、主要配水池等への緊急遮断弁の整備及び主要浄水場への自家発電の整備により、

地震、災害時の断水を最小限にとどめます。 

 

（４）安全な給水の推進 

清浄で安全な水道水を供給します。 
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４．投資・財政計画（収支計画） 

（１）投資・財政計画（収支計画）：別紙のとおり 

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

① 収支計画のうち投資についての説明 

目標 

本町では、将来の事業環境を踏まえ、次のとおり目標値を設定しています。 

＜目標＞計画期間 R13 年度末における目標 

・管路更新率 ：R13 年度 1.63％ ←（R2 年度 0.72％) 

・有 収 率 ：R13 年度 82.0％ ←（R2 年度 76.0％) 

＜考え方＞ 

管路の経年劣化に対応するとともに、耐震化率及び有収率の向上に伴う収

益性の改善を図るためには、適切なペースで管路を更新することが重要であるた

め目標として設定しました。 

 

上記目標の達成及び老朽化施設の更新に対応するため、次のとおり事業計画を策定しています。 

・老朽管更新事業  1,700 百万円 

・送水管、配水管耐震化事業   900 百万円 

・送水管、配水管拡張整備事業   700 百万円 

・浄水場等電気設備更新事業   530 百万円 

・配水池等更新事業    120 百万円 

【民間の資金・ノウハウ等の活用に関する事項】 

・業務の効率化や経費削減のため、検針業務及び城辺浄水場の夜間管理については個人委託

により、水質検査については関係事業体との共同機関の設置により実施しています。 

【施設・設備の廃止・統合に関する事項】 

・水需要予測を基に、１か所配水池を新設し、9 か所の配水池を統廃合する計画となっています。 

【施設・設備の合理化に関する事項】 

・平成 29 年度から、惣川取水設備及び広見浄水場の一部を休止し、城辺浄水場から送水を行

うことにより、維持管理費の削減等が図られています。 

【施設・設備の長寿命化等の投資の平準化に関する事項】 

・本計画については、中長期事業計画(令和４年度から令和 14 年度)を基に積算し、電気計装

設備及び管路の更新等について投資の平準化を図っています。 

【防災・安全対策に関する事項】 

・現在、主要配水池等については、緊急遮断弁の設置を概ね完了したため、今後は、主要管路の

更新時に耐震管を使用した計画としています。また、主要浄水場、配水池について、随時耐震化

を図る計画としています。 

【その他の投資に関する事項】 

・該当はありません。 
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② 収支計画のうち財源についての説明 

目標 

本町では、将来の事業環境を踏まえ、次のとおり目標値を設定しています。 

＜目標＞ 計画期間 R13 年度末における目標 

・経常収支比率：100％以上 (←R2 年度 103％) 

・企業債残高対給水収益比率：850％以下 (←R2 年度 763％) 

・内部留保資金：7.3 億円以上 (←R2 年度 5.7 億円) 

＜考え方＞ 

・人口減少を踏まえ、実質的な世代間の負担を公平にする観点から、企業債残

高対給水収益比率を目標として設定しました。企業債残高対給水収益比率に

ついては、簡易水道事業統合により、現状で 763％と類似団体平均値(R2 年

度 419％)より大幅に高い数値となっています。 

・また、後年における大規模な施設更新に備えるため、内部留保資金の確保を目

標として設定しました。 

 

【財源(料金、企業債、繰入金、国庫補助金等)の考え方】 

＜料金＞ 

有収水量×供給単価 

・用途別(家事用、業務用、その他)に、有収水量と供給単価を算定 

有収水量 

家事用：給水人口の予測に、1 人当たり使用水量の見込を乗じて推計 

業務用：直近 5 年間の平均値 

その他 ：直近 5 年間の平均値 

供給単価…直近の実績値【令和 2 年度】(用途別) 

＜企業債＞ 

・建設改良費から特定財源(国庫補助金、出資金等)を控除した額に対し、起債充当率 75％

として算定 

＜新発債の発行条件＞ 

・償還期間 30 年、うち据置 5 年、元利均等方式、利率 2.2％ 

＜国庫補助金＞ 

・現行制度を基本として試算に反映 

＜繰入金＞ 

・法令等国が示している一般会計からの繰出しの基本的な考え方に沿って、消火栓に係る経費

のほか、災害対策に関する施設整備等の一部について一般会計から繰入を受ける試算として

います。また、旧簡易水道施設の維持管理費等として財政部局と協議の上、基準以外の繰入

金も一般会計から繰り入れている試算としています。 
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【収支計画の策定に当たって反映した財源確保の取組】 

＜料金に関する事項＞ 

・給水人口の減少による給水収益が減少する一方で、水道施設の設備更新に多くの経費が必

要となることから、健全な事業運営に必要となる財源確保が厳しい状況が予想されます。そのた

め、経営状況に応じた適正な料金に向けて５年毎の料金改定を検討していきます。 

＜資産の有効活用に関する事項＞ 

・資金については、確実な運用により、現金預金の増加を図る試算としています。 

・資産については、現在、遊休資産が存在しないため、本計画では反映していません。 

＜その他の財源に関する事項＞ 

・その他の財源については、現行の直近 2 か年の平均等により試算しています。 

 

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

【投資以外の経費(委託料、修繕費、動力費、人件費など)の積算の考え方】 

＜委託料に関する事項＞ 

・現行の委託業務形態が当面継続することを前提に、簡易水道統合後、直近 4 年間の平均に

物価上昇率を加味して試算しています。 

＜修繕費に関する事項＞ 

・簡易水道統合後、直近 4 年間の平均に物価上昇率と長寿命化対策による点検及び修繕の

増加等(前年比１％増)を加味して試算しています。 

＜動力費に関する事項＞ 

・直近(令和 2 年度実績)の有収水量１㎥当たりの費用×有収水量見込に物価上昇率を加

味して試算しています。 

＜人件費に関する事項＞ 

・簡易水道統合後、直近 4 年間の１人当たり平均年間給与費×職員数により試算していま

す。 

＜その他＞ 

・簡易水道統合後、直近 4 年間の平均に物価上昇率を加味して試算しています。 

【収支計画の策定に当たって反映した経費削減の取組】 

＜人件費に関する事項＞ 

・平成 28 年度以降、2 名減員とし、現在の職員数 12 名で事業運営にあたる計画としていま

す。 

＜人件費を除く、投資以外の経費に関する事項＞ 

・人件費を除く、投資以外の経費について、上記により試算しており、収支計画の策定に当たって

行った経費削減の取り組みはありません。 
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

① 投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等 

広 域 化 
水道事業の広域連携等について、「愛媛県水道広域化推進プ

ラン検討委員会」において検討していきます。 

民間の資金・ノウハウ等の活用 

（PPP/PFI 等の導入等） 

これまで、検針業務及び浄水場の夜間管理について個人委託

を実施してきましたが、今後においては、業務の効率化や経費削減

のため、浄水場及び施設の維持管理について包括的な民間委託

を検討していきます。 

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実 

（施設・設備の長寿命化等 

に よ る 投 資 の 平 準 化 ） 

平成 27 年度において、長期的な視点で効率的な資産管理を

図るためのアセットマネジメントを策定しました。今後は、重要度・老

朽度に応じた計画的な施設整備を行い、事業の平準化を図りな

がら施設規模の適正化を進めます。 

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合 

（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ） 

施設・設備の廃止・統合については、水需要の推移等に敏感に

対応し、長期的な投資計画を随時見直し、将来的な供給能力の

適正化に努めます。 

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化 

（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ） 

既施設の更新等について、将来的な水需要に対応した施設更

新を行い、投資や維持管理の縮減に努めます。 

そ の 他 の 取 組 

本町においては、過疎化や少子高齢化により、給水人口は、減

少の一途をたどっています。そのため、使用水量の少ない集落につい

ては、水の宅配事業等を検討し、水質の確保、設備投資費等の

削減に努めます。 

 

② 財源についての検討状況等 

料 金 

本計画においては、水需要の減少及び施設更新費用の増加に

伴い、５年毎の料金改定を検討していく予定としていますが、施

設・設備の合理化等による維持管理費の削減に努め、料金改定

の改定率の縮減に努めます。 

企 業 債 

本計画においては、企業債残高の増加を防ぐため、対象事業

費の 75％を企業債で対応する計画としていますが、内部留保資

金の有効活用に努め、企業債の借入は最小限に留めます。 

繰 入 金 

本計画においては、一般会計基準外繰入金は各年度で増減

はありますが、施設・設備の合理化等による維持管理費の削減に

努め、基準外繰入金の削減に努めます。 

資 産 の 有 効 活 用 等 ※ 

に よ る 収 入 増 加 の 取 組 

現金預金について、平成 28 年度から一般会計において債券運

用を検討していることから、上水道事業においても、現金預金の残

高の状況を踏まえながら導入の検討を図ります。また、遊休資産に

ついて、発生した場合は売却や貸付けを積極的に検討します。 

そ の 他 の 取 組 特記事項なし。 

※遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など  
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５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

 

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、 

改 定 等 に 関 す る 事 項 

本計画については、毎年度進捗管理(モニタリング)を行い、5 年

毎に見直し(ローリング)を図ります。また、本計画策定後に新たな

経営健全化や財源確保に係る取組が具体化した場合等において

は、その内容を本計画に追加します。 
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